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東京農工大学農学部教育規則の一部改正 

現行 改正 改正理由 

本則 本則  
   

(教育課程の内容及び履修方法) 

第 2条 各学科ごとの 教育課程の内容及び履修方法は、次の各号に掲げ

るとおりとする。 

(教育課程の内容及び履修方法) 

第 2条 各学科の 教育課程の内容及び履修方法は、次の各号に掲げると

おりとする。 

 

(1) 全学共通教育科目については、別表(1)（共同獣医学科は除

く。）、別表(2)（共同獣医学科は除く。）及び別表(3)（共同獣医

学科に限る。) 

(1) 教養科目については、別表(1)（共同獣医学科は除く。）及び共

通教育科目については、別表(2)（共同獣医学科に限る。)  

(2) 専門科目のうち学科専門科目については、別表(4) (2) 専門科目のうち学部共通専門基礎科目については、別表(3) 

（共同獣医学科は除く。） 

 

(3) 専門科目のうち学部共通専門科目については、別表(5)(共同獣

医学科は除く。) 

(3) 専門科目のうち学科専門科目については、別表（4）（共同獣医

学科は除く。）及び専門教育科目については、別表(5)（共同獣医

学科に限る。） 

 

(新設) (4) 専門科目のうち学部共通専門科目については、別表（6）（共同

獣医学科は除く。） 

 

(新設) (5) 学部補習科目については、別表（7）（共同獣医学科は除く。）  

2・3 (略) 2・3 (略)  

第 2条の 2 (略) 第 2条の 2 (略)  

2 博物館に関する授業科目の名称及び単位数並びに履修については、別

表(6)のとおりとする。 

2 博物館に関する授業科目の名称及び単位数並びに履修については、別

表(8)のとおりとする。 

 

(入学前の既修得単位等) 

第 4条 学則第 99 条第 4項の規定により、入学前の既修得単位等の認定

を受けようとする 者は、入学時に学部長に願い出なければならない。 

(入学前の既修得単位等) 

第 4条 学則第 99 条第 4項の規定により、入学前の既修得単位等の認定

を受けようとする 者（ただし、学則第 88条から第 90条までの規定に

よる再入学、転入学及び編入学の場合を除く。）は、入学時に学部長

に願い出なければならない。 

 

2 認定の対象となる授業科目は、学則第 88 条から第 90 条までの規定に

よる再入学、転入学及び編入学の場合を除き、全学共通教育科目、学

科専門科目及び学部共通専門科目とし、認定単位数は別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

2 認定の対象となる授業科目は、別に定める。 
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現行 改正 改正理由 

別表（1）（第 2条関係） 

全学共通教育科目 （共同獣医学科は除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（2）（第 2条関係） 

全学共通教育科目（共同獣医学科は除く。） 

別表（1）（第 2条関係） 

教養科目 （共同獣医学科は除く。） 

 

 

 

別表（2）（第 2条関係） 

共通教育科目（共同獣医学科に限る。） 
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別表（3）（第 2条関係） 

全学共通教育科目（共同獣医学科に限る。） 

 

 

 

 

別表（3）（第 2条関係） 

学部共通専門基礎科目（共同獣医学科は除く。） 
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別表（4）（第 2条関係） 

学科専門科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（4）（第 2条関係） 

学科専門科目（共同獣医学科は除く。） 
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生物生産学科 

 

 

 

 

 

 

 

応用生物科学科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応用生物学科 
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環境資源科学科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境資源科学科 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域生態システム学科 

 

 

 

 

 

 

 

地域生態システム学科 
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共同獣医学科 

 

 

別表（5）（第 2条関係） 
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別表（5）（第 2条関係） 

専門教育科目（共同獣医学科に限る。） 

共同獣医学科 

 

別表（6）（第 2条関係） 

獣医学概論 ◎2

獣医倫理 ◎2

獣医事法規 ◎1

運動器・神経系解剖学 ◎2

内臓・脈管系解剖学 ◎2

解剖学実習 ◎3

組織学 ◎2

組織学実習 ◎1

発生学 ◎1

統合生理学 ◎2

器官制御生理学 ◎2

内分泌学 ◎2

生理学実習 ◎1

獣医遺伝育種学 ◎1

動物行動学 ◎2

実験動物学 ◎2

実験動物学実習 ◎1

基礎放射線学 ◎2

獣医基礎生化学 ◎2

獣医代謝生化学 ◎2

生化学実習 ◎1

基盤薬理学 ◎2

統合薬理学 ◎2

薬理学実習 ◎1

微生物学総論 ◎2

病原微生物学 ◎2

微生物学実習Ⅰ ◎1

微生物学実習Ⅱ ◎1

免疫学 ◎2

原虫・原虫病学 ◎2

蠕虫・蠕虫病・衛生動物学 ◎2

寄生虫学実習 ◎1

動物感染症学 ◎3

家禽疾病学 ◎2

魚病学 ◎2

動物病理学総論 ◎2

動物病理学各論Ａ（主要臓器） ◎2

動物病理学各論Ｂ（他臓器・組織） ◎2

病理学実習Ⅰ ◎1

病理学実習Ⅱ ◎1

公衆衛生学総論 ◎1

疫学 ◎2

人獣共通感染症学 ◎2

環境衛生学 ◎2

公衆衛生学実習 ◎1

毒性学 ◎2

毒性学実習 ◎1

動物衛生学 ◎2

動物衛生学実習 ◎1

野生動物学 ◎1

食品衛生学 ◎2

食品衛生学実習 ◎1

公衆衛生実践実習 ◎1

内科学総論 ◎1

呼吸器病・循環器病学 ◎2

消化器病学 ◎2

外科学総論 ◎1

麻酔学・手術学 ◎1

軟部外科学 ◎1

小動物内科学実習・基礎編 ◎1

小動物内科学実習・応用編 ◎1

小動物外科学実習・基礎編 ◎1

小動物外科学実習・応用編 ◎1

内分泌病・皮膚病学 ◎2

代謝病・中毒学 ◎1

血液免疫病学 ◎1

神経病・運動器病学 ◎2

泌尿器病・生殖器病学 ◎2

臨床病理学 ◎2

臨床薬理学 ◎１

臨床腫瘍学 ◎2

臨床栄養学 ◎1

画像診断学 ◎2

画像診断実習 ◎1

眼科学 ◎１

動物行動治療学 ◎１

総合参加型臨床実習Ⅰ ◎1

総合参加型臨床実習Ⅱ ◎1

総合参加型臨床実習Ⅲ ◎1

総合参加型臨床実習Ⅳ ◎1

繁殖機能制御学 ◎2

臨床繁殖学 ◎2

繁殖機能制御学実習 ◎1

臨床繁殖学実習 ◎1

産業動物臨床学Ⅰ ◎2

産業動物臨床学Ⅱ ◎2

馬臨床学 ◎１

大動物臨床実習・基礎編 ◎1

大動物臨床実習・応用編 ◎1

総合参加型臨床実習Ⅴ ◎1

総合参加型臨床実習Ⅵ ◎1

インターンシップ ○1

海外実習 ○1

人と動物関係学 ○2

動物品種論 ○2

食品安全管理学 ○2

動物園動物学 ○2

国際感染症制御学 ○2

動物病院経営学 ○2

獣医学演習 ◎4

卒業研究 ◎10

◎印の授業科目は必修とする。

○印の授業科目の中から6単位を修得すること。

区分 授業科目 単位数

基
礎
獣
医
学
科
目

基
礎
獣
医
学
科
目
群

病
態
獣
医
学
科
目
群

応
用
獣
医
学
科
目
群

実
証
獣
医
学
科
目

小
動
物
臨
床
獣
医
学
科
目
群

大
動
物
臨
床
獣
医
学
科
目
群

選
択
科
目

専修
科目

獣医学概論 ◎2

獣医倫理 ◎2

獣医事法規 ◎1

運動器・神経系解剖学 ◎2

内臓・脈管系解剖学 ◎2

解剖学実習 ◎3

組織学 ◎2

組織学実習 ◎1

発生学 ◎1

統合生理学 ◎2

器官制御生理学 ◎2

内分泌学 ◎2

生理学実習 ◎1

獣医遺伝育種学 ◎1

動物行動学 ◎2

実験動物学 ◎2

実験動物学実習 ◎1

基礎放射線学 ◎2

獣医基礎生化学 ◎2

獣医代謝生化学 ◎2

生化学実習 ◎1

基盤薬理学 ◎2

統合薬理学 ◎2

薬理学実習 ◎1

微生物学総論 ◎2

病原微生物学 ◎2

微生物学実習Ⅰ ◎1

微生物学実習Ⅱ ◎1

免疫学 ◎2

原虫・原虫病学 ◎2

蠕虫・蠕虫病・衛生動物学 ◎2

寄生虫学実習 ◎1

動物感染症学 ◎3

家禽疾病学 ◎2

魚病学 ◎2

動物病理学総論 ◎2

動物病理学各論Ａ（主要臓器） ◎2

動物病理学各論Ｂ（他臓器・組織） ◎2

病理学実習Ⅰ ◎1

病理学実習Ⅱ ◎1

公衆衛生学総論 ◎1

疫学 ◎2

人獣共通感染症学 ◎2

環境衛生学 ◎2

公衆衛生学実習 ◎1

毒性学 ◎2

毒性学実習 ◎1

動物衛生学 ◎2

動物衛生学実習 ◎1

野生動物学 ◎1

食品衛生学 ◎2

食品衛生学実習 ◎1

公衆衛生実践実習 ◎1

内科学総論 ◎1

呼吸器病・循環器病学 ◎2

消化器病学 ◎2

外科学総論 ◎1

麻酔学・手術学 ◎1

軟部外科学 ◎1

小動物内科学実習・基礎編 ◎1

小動物内科学実習・応用編 ◎1

小動物外科学実習・基礎編 ◎1

小動物外科学実習・応用編 ◎1

内分泌病・皮膚病学 ◎2

代謝病・中毒学 ◎1

血液免疫病学 ◎1

神経病・運動器病学 ◎2

泌尿器病・生殖器病学 ◎2

臨床病理学 ◎2

臨床薬理学 ◎１

臨床腫瘍学 ◎2

臨床栄養学 ◎1

画像診断学 ◎2

画像診断実習 ◎1

眼科学 ◎１

動物行動治療学 ◎１

総合参加型臨床実習Ⅰ ◎1

総合参加型臨床実習Ⅱ ◎1

総合参加型臨床実習Ⅲ ◎1

総合参加型臨床実習Ⅳ ◎1

繁殖機能制御学 ◎2

臨床繁殖学 ◎2

繁殖機能制御学実習 ◎1

臨床繁殖学実習 ◎1

産業動物臨床学Ⅰ ◎2

産業動物臨床学Ⅱ ◎2

馬臨床学 ◎１

大動物臨床実習・基礎編 ◎1

大動物臨床実習・応用編 ◎1

総合参加型臨床実習Ⅴ ◎1

総合参加型臨床実習Ⅵ ◎1

インターンシップ ○1

海外実習 ○1

人と動物関係学 ○2

動物品種論 ○2

食品安全管理学 ○2

動物園動物学 ○2

国際感染症制御学 ○2

動物病院経営学 ○2

獣医学演習 ◎4

卒業研究 ◎10

◎印の授業科目は必修とする。

○印の授業科目の中から6単位を修得すること。

区分 授業科目 単位数

基
礎
獣
医
学
科
目

基
礎
獣
医
学
科
目
群

病
態
獣
医
学
科
目
群

応
用
獣
医
学
科
目
群

実
証
獣
医
学
科
目

小
動
物
臨
床
獣
医
学
科
目
群

大
動
物
臨
床
獣
医
学
科
目
群

選
択
科
目

専修
科目
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学部共通専門科目 

 

 

 

 

 

 

 

別表（6）（第 2条の 2関係） 

博物館に関する科目 

 

 

 

学部共通専門科目 （共同獣医学科は除く。） 

 

 

別表（7）（第 2条関係） 

学部補習科目（共同獣医学科を除く。） 

 

 

別表（8）（第 2条の 2関係） 

博物館に関する科目 

(略) 

 

 

附 則（平成 31年 4月 1日農規則第 3号） 

1 この規則は、平成 31年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 30年 3 月 31日現在在学している者の授業科目の名称及び単位数並びに必修又は選択の別、教育課程については、改正後の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

 


